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１.作成の背景 

 平成１８年３月３１日総務事務次官通知「地方公共団体における行政改革の更なる

推進のための指針」において、新地方公会計制度による財務諸表の整備が提唱されま

した。 

 本市については、旧総務省方式により貸借対照表及び行政コスト計算書を作成して

きましたが、平成２０年度決算より「総務省方式改訂モデル」による財務諸表を作成

することとしました。 

 

２．４つの財務諸表 

 新地方公会計モデルの財務書類は、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計

算書、資金収支計算書の４表から構成されます。 

（１）貸借対照表（Ｂ／Ｓ） 

貸借対照表は、会計年度末における地方公共団体の財政状態を表す財務書類です。

貸借対照表は、借方（左側）と貸方（右側）に分かれており、借方に資産、貸方に

負債と純資産が計上されます。貸方の負債と純資産が財源を示し（財源調達状況）、

借方の資産が貸方で調達した財源をどのように運用しているのか（どういう経済的

資源の形で保有しているか。資産保有状況）を示しています。そして、借方である

資産合計と、貸方である負債・純資産合計は必ず一致します。財源と財産が釣り合

う（バランスする）ということから、バランスシートとも呼ばれます。 

 

（２）行政コスト計算書（Ｐ／Ｌ） 

行政コスト計算書は、一会計期間における、資産形成を伴わない経常的な行政活

動に伴う純経常行政コストを表す財務書類です。「経常行政コスト」には、経常的

な行政サービスを提供するために発生したコストを計上し、「経常収益」には、行

政サービスの対価としての収入、すなわち受益者負担相当分が計上されます。これ

は、改訂モデルが行政コストに対する対価性を基準として経常収益を判断している

ためです。したがって、純経常行政コストは、特定サービスの受益者以外が負担す

べきコスト、すなわち税収等により賄うべきコストということになります。 

 

（３）純資産変動計算書（ＮＷＭ） 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、１年

間でどのように変動したかを表す財務書類です。 

 

（４）資金収支計算書（Ｃ／Ｆ） 

資金収支計算書は、一会計期間における、地方公共団体の行政活動に伴う現金等

の資金の流れを性質の異なる三つの活動に分けて表示した財務書類です。現金等の

収支の流れを表したものであることから、キャッシュ・フロー計算書とも呼ばれま

す。 



３. 財務諸表４表の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．作成基準等 

（１）基本事項 

  「新地方公会計制度研究会報告書」に提示されている「総務省方式改訂モデル」

を基準としています。 

（２）対象となる会計 

  対象となる会計は、地方財政統計上統一的に用いられる「普通会計」を対象とし、

当市では一般会計、地域し尿処理施設事業特別会計及び住宅新築資金等貸付事業特

別会計の三会計が該当します。 

（３）対象年度 

  作成対象年度は平成２３年度で、作成基準日は平成２４年３月３１日となります。

ただし、出納閉鎖期間中（４月１日から５月３１日）の出納の増減を含みます。 

 

 

 

 

 

資 産 負 債 

 

歳計現金 

【貸借対照表】

（経常行政コスト） 

    －（経常利益） 

 

＝ 

【行政コスト計算書】 

純経常行政コスト 

(収入)－(支出) 

＝(歳計現金増減額) 

＋(期首歳計現金残高) 

 

＝ 

【資金収支計算書】 

期末歳計現金残高 

(期首純資産残高) 

－ 

＋(一般財源・補助金受入等) 

±(資産評価替え等) 

＝ 

＝ 

【純資産変動計算書】 

純経常行政コスト 

期末純資産残高 

純資産 

地方債 
退職金 
など 

国県補助 
金 
地方税 
など 

使う資産 
(ｲﾝﾌﾗ、施設
など) 

売れる資産 

（売却予定

土地、貸付金

等） 



５．参考資料 

  各財務諸表の中に記載される主な用語や算入される項目について説明します。 

 

【貸借対照表】 

[資産の部] 

有形固定資産 

地方公共団体が行政サービスを提供するために長期にわたって使用ないしは利

用するものとして所有する資産のことをいいます。有形固定資産は、取得原価を基

礎とし、昭和４４年度からの地方財政状況調査（決算統計）の普通建設事業費の累

計額（他団体への補助金は除く。）を計上し、用地取得費以外は減価償却を行って

います。 

 

売却可能資産 

市場性を持ち、現に公用もしくは公共用に供されていない公有財産、売却するこ

とが既に決定している、又は、近い将来の売却が予定されていると判断される資産

の中から地方公共団体が特定した資産のことをいいます。 

 

投資及び出資金 

  福津市土地開発公社や福岡地区水道企業団等への出資金が計上されます。 

 

 貸付金 

  住宅新築資金や福津市土地開発公社等への貸付金が計上されます。 

 

 基金等 

  市が特定の目的のために積み立てているお金のことで、一般家庭で言えば「預金」

のようなものです。当市で「その他特定目的基金」に該当するのは、まちづくり基

金、教育施設建設準備基金になります。「退職手当組合積立金」には退職手当組合

が保有する当市の資金を計上しています。 

 

 長期延滞債権 

  市税、使用料などの収入未済額のうち納付期限から１年以上経過したもの（滞納

繰越分、過年度分）を計上しています。回収不能見込額については、過去５年間の

不納欠損額を基に計上しています。 

 

現金預金 

 現金預金のうち、財政調整基金は将来の収入源や不測の事態に備え積み立てた基

金、減債基金は地方債の償還に備えて積み立てた基金で、基準日時点の積立額を計

上しています。歳入現金は平成２３年度の歳入から歳出を差し引いた額を計上して



います。 

未収金 

  市税、使用料などの収入未済額のうち納付期限から１年未満（現年度分）のもの

を計上しています。回収不能見込額については、過去５年間の不納欠損額を基に計

上しています。 

 

［負債の部］ 

 地方債 

  国や銀行から借り入れた額のうち翌々年度以降に償還予定の金額を計上してい

ます。 

 

 退職手当引当金 

  基準日現在で、普通会計にかかる市職員が全員自己都合退職したとした場合の退

職金の総額を計上しています。 

 

 未払金 

  今後支払い予定のもので翌年度中に支払う予定の金額を計上しています。 

 

 賞与引当金 

  翌年度に支給される賞与のうち、当年度に発生した分（１２月～３月）の金額を

計上しています。 

 

［純資産の部］ 

 公共資産等整備国県補助金等 

  資産の部の公共資産を取得するために使用した資金のうち、国・県からの補助金

額を計上しています。 

 

 公共資産等整備一般財源等 

  資産の部の公共資産を取得するために使用した資金の額から、国県補助金、資産

取得に要した地方債、未払金の額を除いた額を計上しています。 

 

 その他一般財源等 

  公共資産等の整備に関するもの以外の財源です。マイナスとなっていますが、こ

れは地方債に、臨時財政対策債等の資産形成を伴わない負債があるためです。 

 

【行政コスト計算書】 

［経常行政コスト］ 

人件費 



 給与等から退職手当組合負担金、賞与引当金を除いた金額を計上しています。 

退職手当引当金繰入等 

  当該年度に引当金として新たに繰り入れた金額を計上しています。 

 

賞与引当金繰入額 

  次年度に支払うことが予定されている期末・勤勉手当の中で当該年度負担分（１

２月から３月までの４月分）を計上しています。 

 

 物件費 

  消耗品費、旅費、委託料、備品購入費などを計上しました。 

 

 減価償却費 

  固定資産の経年劣化に伴う価値の減少額を計上しました。 

 

 社会保障給付 

  こども手当（児童手当）、生活保護費、障害者に対する措置費等を計上しています。 

 

 補助金等 

  各種団体への補助金を計上しています。 

 

 他会計等への支出額 

  各特別会計等への支出額を計上しています。 

 

 他団体への公共資産整備補助金等 

  県営事業への負担金等を計上しています。 

 

純経常行政コスト 

 経常コストから経常収益を差し引いたものです。ここの金額が「純資産変動計算

書」の『純経常行政コスト』として計上されます。 

 

【純資産変動計算書】 

 期首純資産残高 

  平成２２年度貸借対照表の純資産額です。 

  

 純経常行政コスト 

  行政コスト計算書で算出される純経常行政コストの額を計上しています。 

 

 



 臨時損益 

  経常的ではない事由に基づく臨時・巨額の純資産増減要因を計上します。 

 

 科目振替 

  純資産を構成する科目相互間での資金変動額を計上しています。これにより、純

資産に変動がない場合でも、純資産の内訳科目間の増減がある場合において、その

年度にどれだけの財源がどのような要因で拘束、あるいは拘束を解除されて自由に

使用できる財源になったか把握することができます。 

 

期末純資産残高 

  ここの金額が「貸借対照表」の『純資産額』と一致します。 

 

【資金収支計算書】 

経常的収支の部 

  人件費や物件費等の支出と税や国県補助金等の収入との収支です。日常の行政運

営によるものが計上されます。 

 

公共資産整備収支の部 

  道路や公園、学校等の公共資産の整備に係る支出と、その財源となる国県補助金

等や地方債との収支です。 

 

投資・財務的収支の部 

  出資や、基金の積立、地方債の償還等の支出と、その財源となる貸付金の回収額

や基金の取崩額等との収支です。 

 

期首歳計現金残高 

  平成２２年度の歳入歳出差引額を計上しています。 

 

期末歳計現金残高 

  期首歳計現金残高に当期収支を加えた額です。ここの数値が「貸借対照表」の 

『流動資産・歳計現金』に算入されます。 

 

基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報 

  公債費と財政調整基金への積立額を除いた歳出と、新規公債費発行収入と財政調

整基金取崩し額を除いた歳入のバランスを見るものです。    



６．分析 

貸借対照表 

１ 貸借対照表から何がわかるのか 

（１） 貸借対照表とは 

貸借対照表とは、自治体が住民サービスを提供するために保有している財産（資産） 

と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを総括的に対照表示

した一覧表です。また、資産合計額と負債・純資産合計額が一致し、左右がバランス

している表であることからバランスシートとも呼ばれます。 

（２）貸借対照表の構成要素（資産・負債・純資産） 

「資産」には、①自治体が住民サービスを提供するために使用すると見込まれるも 

の（使う資産）と②将来、自治体に資金流入をもたらすもの（売れる資産、回収する

資産）の２つがあります。例えば、①についてはインフラ資産や施設などの有形固定

資産が含まれ、②に関しては税金の未収入金や売却可能資産などが含まれます。 

「負債」とは、将来、支払い義務の履行により自治体から資金流出をもたらすもの 

です。負債に計上される主たる項目として地方債があります。地方債は、将来償還し

ていく義務があるため負債へ計上されます。また、地方債は、公共資産など住民サー

ビスを提供するために保有する財産の財源として見た場合、住民サービスを受ける世

代間の公平性の観点から発行されると言われています。このため、負債は「将来世代

が負担する部分」という見方ができます。 

「純資産」とは、資産と負債の差額です。純資産に計上される主たる項目として補 

助金や一般財源があります。上記地方債の場合と同様に住民サービスを提供するため

に保有する財産の財源として見た場合、純資産は「現在までの世代が負担した部分」

という見方ができます。 

２ 資産の内訳 

「資産」は、大きく公共資産、投資等、流動資産に分類されます。 

（１） 公共資産 

「公共資産」は、「有形固定資産」と「売却可能資産」から構成されており、資産の 

大部分を占めています。本市の貸借対照表でも、資産総額が７６，７５９，２８３千

円であるのに対して公共資産合計は６０，３６７，９３２千円であり、資産総額の７

８．６％に達しています。 

   「有形固定資産」とは、長期間にわたって住民サービスを提供するために使用され 

るもので、具体的には、土地、建物、機械装置などが該当します。ここに計上されて

いる金額は、昭和４４年度以降に取得したものの累計額から減価償却の累計額を差し

引いた後の金額となっており、本市では５９，９５９，２０２千円となっています。 

また、「有形固定資産」は、行政目的別に区分されています。これは、自治体が提供

する住民サービスの種類が多岐にわたっているため、どういった分野の資産を持って



いるかを把握することが有用と考えられるためです。本市の目的別有形固定資産計上

額を見ると、金額の大きい順に、生活インフラ・国土保全が３２，００８，７９７千

円（構成比５３．４％）、教育が１４，２０３，３５５千円（同２３．７％）、産業振

興が５，６１０，４８５千円（同９．４％）となっています。道路や公営住宅などの

インフラ整備（生活インフラ・国土保全）、学校や文化・体育施設など教育文化施設の

整備（教育）、農道・漁港や観光施設の整備（産業振興）などに力を入れてきたことが

わかります。 

一方、「売却可能資産」とは、公共資産のうち、遊休資産や未利用資産など、現在行

政目的のために使用されていない資産を表しています。本市では４０８，７３０千円

を計上しており、今後はこれらの早期処分もしくは利活用が必要です。 

（２） 投資等 

「投資等」には、公社や第三セクター等への出資金や貸付金、基金、回収期限が到

来してから１年以上回収できていない債権（長期延滞債権）などの資産を計上してい

ます。 

① 投資及び出資金 

「投資及び出資金」のうち必要なものは、公営企業や公社、第三セクター等に対 

する出資金・出えん金です。これらは公営企業や地方三公社、第三セクター等を

通じた行政サービスの提供に活用されているものです。本市の場合、投資及び出

資金は２，８８７，８３２千円と資産総額の３．８％を占めており、これら公営

企業や地方三公社、第三セクター等に対する投資・出資の影響が小さいものでな

いことがわかります。 

また「投資損失引当金」とは、連結対象となる会計・団体・法人の財政状況が一 

定以上悪化した場合、その損失に備えて計上される科目であり、マイナス金額で

計上されます。 

本市の場合は計上額はゼロですが、「投資損失引当金」に金額が計上されている

場合は、財政状況が悪化した公営企業会計や地方三公社、第三セクター等を抱え

ていることがわかります。 

② 貸付金 

「貸付金」には、福祉資金や住宅改良資金、災害援護資金、奨学金などの福祉的 

な目的の貸付金や、中小企業振興や地域振興など産業振興目的の貸付金などがあ

ります。本市では１６６，７０２千円を計上しています。 

なお、返済期限が到来しているにもかかわらず回収されていない貸付金は、「未 

収金」あるいは「長期延滞債権」として別に計上されているため、「貸付金」に計

上されている金額は、返済期限未到来の債権の額ということになります。 

③ 基金等 

基金には、特定の目的のために資金を積み立てる（資金を使用する際は、積み立 



てた基金を取り崩して使用する）「特定目的基金」と、特定の目的のために定額の

資金を運用する（資金を使用する際は、基金の運用益を使用する）「定額運用基金」

があります。貸借対照表では、「退職手当目的基金」と「その他特定目的基金」が

特定目的基金に該当し、「土地開発基金」と「その他定額運用基金」が定額運用基

金に該当します。これらは将来の支出に対する財源の備えといえます。本市では、

その他特定目的基金に５，４２２，２８３千円を計上しています。 

また、「基金等」には、基金のほかに「退職手当組合積立金」も含まれます。退

職手当組合とは、職員に対する退職手当を安定的かつ効率的に支給するため、退

職手当の支給に関する事務等を共同処理している団体です。退職手当組合に加入

している場合、退職手当組合が保有する資産のうちその団体の持分については将

来の退職手当の支給原資となるため資産に計上されます。なお、団体によっては

過去に負担金の納入不足が発生している（退職手当組合に支払った負担金よりも

退職手当組合から受け取った退職手当の方が多い）場合もあり、このような場合

は「退職手当組合積立金」の額はゼロとなり、納入不足が負債（退職手当引当金）

に加算されます。したがって、退職手当組合に加入しているにもかかわらず退職

手当組合積立金が計上されていない場合は、退職手当組合に対する負担金の納入

が必要となります。 

④ 長期延滞債権 

「長期延滞債権」とは、納付期限や回収期限から１年以上経過しているにもかか 

わらず、いまだに収入されていない債権を指します。本市の場合は５１７，０９

１千円計上していますが、これらを減少させていく、あるいはできる限り発生さ

せないようにする必要があります。 

⑤ 回収不能見込額 

「貸付金」及び「長期延滞債権」のうち回収不能となることが見込まれる金額を 

「回収不能見込額」として表示しています。回収不能となる金額は、個別の債権

ごとに、あるいは過去の回収不能実績をもとに一括して見積もります。 

本市の場合、「貸付金」と「長期延滞債権」の合計額６８３，７９３千円の 

うち９４，６３７千円を「回収不能見込額」に計上しています。 

（３） 流動資産 

「流動資産」には、現金、必要に応じてすぐに使える基金、税金等の未収入金が計 

上されます。 

① 現金預金 

「現金預金」には、「財政調整基金」、「減債基金」、「歳計現金」があります。「財 

政調整基金」や「減債基金」は将来の収入源として不測の支出、地方債の償還に

備えて積み立てている基金です。これらの残高が多ければ今後の財政運営に比較

的余裕があるといえます。また、「歳計現金」はその年度の収入から支出を差し引



いた残高です。本市ではこれらを合計で５，７４２，８４５千円計上しています。 

② 未収金 

「未収金」は、その年度の歳入として調定したが、まだ収入がないものを「地方 

税」と地方税以外の「その他」に区分して表示しています。なお、納付（回収）

期限から１年以上経過した債権のみが計上されていることになります。また、長

期延滞債権と同様に回収不能見込額も計上されます。 

本市では、地方税とその他を合わせて１１８，１２１千円の未収金を計上して

いますが、回収不能見込額を差し引くと、そのうち将来収入が見込まれる金額は

９４，５９４千円であることがわかります。 

３ 負債の内訳 

  「負債」は、固定負債、流動負債に分類されます。 

（１） 固定負債 

「固定負債」とは、貸借対照表日の翌日から１年以降に支払いや返済が行われる予 

定のものをいいます。 

① 地方債 

「地方債」には、地方債のうち翌々年度以降に償還されるものが計上されます。し 

たがって、地方債残高の総額は、固定負債の「地方債」と流動負債の「翌年度償還

予定地方債」を合計したものになります。本市の場合、固定負債の「地方債」には

１７，１４０，００５千円を計上し、「翌年度償還予定地方債」と合計した地方債残

高の総額は１８，６４３，０６２千円となっています。 

② 長期未払金 

「長期未払金」とは、既に物件の引渡しやサービスの提供を受けたものについてま 

だ支払っていない額、あるいは債務保証や損失補償の履行が決定した額などです。

例えば、公共資産を PFI等の手法により整備したとき、分割払いで購入したとき（フ

ァイナンス・リースを含む）などに計上されます。 

③ 退職手当引当金 

「退職手当引当金」は、職員が当該年度末時点で退職した場合に必要となる退職 

手当額であり、将来職員が退職した時点で支払う必要がある金額です（実際に退職

する時点ではさらに大きい金額となります）。したがって、退職手当引当金に見合う

「退職手当目的基金」や「退職手当組合積立金」が計上されていない場合、その差

額分の退職手当の支払いは将来の税収などにより賄わなければならないことになり

ます。 

  本市では、３，０２５，９５８千円の退職手当引当金を計上していますが、これ

に対して退職手当組合積立金を計上していますので、差額分についても退職手当組

合から支払うことになります。 

（２） 流動負債 



「流動負債」とは、１年以内に支払や返済をしなければならないものをいいます。 

① 翌年度償還予定地方債 

地方債のうち翌年度償還予定額です。 

② 短期借入金（翌年度繰上充用金） 

収支不足が発生した場合は翌年度の予算から前借りすることになりますが、この前 

借り額（収支不足額）が「短期借入金（翌年度繰上充用金）」として計上されます。 

③ 翌年度支払予定退職手当 

「翌年度支払予定退職手当」とは、職員に支払う退職手当のうち翌年度支払予定額 

です。したがって、「翌年度支払予定退職手当」と固定負債の「退職手当引当金」を

合計した額が職員が現時点で退職した場合に必要となる退職手当の合計額となりま

す。 

なお、退職手当組合に加入している団体については自団体から退職手当を支払いま 

せんので、翌年度支払予定退職手当は計上されません。 

④ 賞与引当金 

「賞与引当金」とは、翌年度に支給される賞与のうち当年度に発生した部分です。 

本市の場合、平成２４年度に支給する賞与のうち１４９，５８４千円が平成２３年

度に既に発生していることがわかります。 

４ 純資産の内訳 

  「純資産」は、公共資産等整備国県補助金等、公共資産等整備一般財源等、その他一 

般財源等、資産評価額に分類されます。 

（１） 公共資産等整備国県補助金等 

「公共資産等整備国県補助金等」とは、住民サービスを提供するための財産を取得 

した財源のうち国・県から補助を受けた部分です。したがって、公共資産等整備国

県補助金等の計上額が大きい場合は、国庫補助金等によって公共資産等を整備して

きた部分が大きいことがわかります。 

（２） 公共資産等整備一般財源等 

「公共資産等整備一般財源等」とは、住民サービスを提供するための財産を取得し 

た財源のうち、上記の国県補助金等と（建設）地方債を除いた部分です。 

（３） その他一般財源等 

「その他一般財源等」とは、公共資産等以外の資産から公共資産等整備財源以外の 

負債を差し引いた額です。したがって、翌年度以降に自由に使用できる財源という

ことになります。 

（４） 資産評価差額 

   「資産評価額」とは、「売却可能資産」の取得価額と売却可能価額との差額や「投資 

及び出資金」のうち市場価格のある有価証券の取得価額と時価との差額などです。 

資産の再評価により増加あるいは減少した額が計上されます。 



５ 注記 

（１） 他団体及び民間への支出金により形成された資産 

地域住民のための資産整備は、自団体で行う資産整備以外に他団体及び民間への

出資金により形成されますので、貸借対照表に計上された資産にこの注記金額を合

算して見ることにより、全体でこれまでにどれだけの資産整備を行ってきたかがわ

かります。なお、貸借対照表に計上されている有形固定資産と同様、減価償却を行

ったものとして金額を算定していますので、記載されている金額は減価償却累計額

控除後の金額となります。 

本市では、他団体及び民間への支出金により形成された資産が総額で３，３８８，

８３２千円あり、自団体で整備した公共資産の５．６％の資産が他団体及び民間を通

じて形成されています。また、そのうち産業振興が１，２５２，６３２千円と４割近

くを占めています。 

（２）債務負担行為に関する情報 

「債務負担行為に関する情報」には、貸借対照表の「長期未払金」「未払金」に計

上されたもの以外に将来負担となる可能性があるものが計上されています。 

本市の場合、物件の購入等７６８，４１０千円、その他（利子補給など）が２，５

５６，５２５千円となっています。 

（３）交付税措置地方債の金額 

地方債の中にはその償還財源として地方交付税収入が見込まれるものが存在しま

すので、その金額が注記されています。 

本市では、地方債残高１８，６４３，０６２千円のうち１６，３７１，１４０千円

については、将来の地方交付税の算定基礎に含まれる見込みとなっています。 

（４）普通会計の将来負担に関する情報 

自治体財政健全化法が公布され、地方公共団体の財政健全化の枠組みが大きく変わ

りましたが、健全化を判断する比率の一つである「将来負担比率」に関する情報が記

載されています。普通会計の将来負担として見込まれる金額及び将来負担を軽減する

財源として見込まれる金額がわかります。 

本市では、３６，５８５，１９０千円の将来負担に対して３２，６０９，６９９千

円の将来負担軽減資産があり、純額の３，９７５，４９１千円が普通会計の将来負担

すべき実質的な負担額となっています。 

（５）土地及び減価償却累計額 

有形固定資産のうち土地の金額と減価償却累計額が注記されています。これにより

土地以外の償却資産の金額もわかりますので、どの程度減価償却が進んでいるかを把

握することができます。 

本市では、有形固定資産合計額５９，９５９，２０２千円のうち土地が１６，５３

０，１４３千円ですので、償却資産は４３，４２９，０５９千円です。これに対して



減価償却累計額は３８，６８１，４３５千円ですので、償却資産の取得価額８２，１

１０，４９４千円に対して４７．１％の減価償却が進んでいることがわかります。 

 

行政コスト計算書 

1  行政コスト計算書で何がわかるのか 

（１）行政コスト計算書とは 

行政コスト計算書は、４月１日から翌年の３月３１日までの１年間の行政活動のう

ち福祉活動やごみの収集といった資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費と

その行政サービスの直接の対価として得られた財源を対比させた財務書類です。 

（２）行政コスト計算書の構成要素と性質別・目的別行政コスト 

 行政コスト計算書は、「経常コスト」と「経常収益」からなり、これらを差引きした

ものが、「経常行政コスト」になります。また、行政コスト計算書は性質別と行政目的

別（行政分野別）の行列形式で表示されます。 

性質別の区分と目的別の区分とを行列形式で表示することで、例えば教育といった

行政分野のサービスを提供するために、人件費や物件費など、どのような性質の経費

が用いられているかがわかるようになっています。 

「経常行政コスト」（行政サービスに係る経費）は、性質別（性質別行政コスト）と

行政目的別（目的別行政コスト）に分解して見る方法があります。 

行政コスト計算書を縦方向に見る「性質別行政コスト計算書」で経常行政コストの

内訳を見ると、人件費、物件費といった官庁会計でいうところの節で示される経費と

退職手当引当金繰入等や減価償却費といった発生主義特有の勘定科目とで表示されて

います。また、経常収益についても、使用料・手数料、分担金・負担金・寄附金とい

った節によって表されています。このように「性質別行政コスト計算書」では、資産

形成に結びつかない１年間の行政サービスを提供するにあたって、人件費や物件費、

補助金といったどのような性質の経費が用いられたか、またこのような行政サービス

提供の見返りとしての使用料や手数料といった受益者負担がどの程度あったのかを把

握することができます。 

一方、行政コスト計算書を横方向に見る「目的別行政コスト計算書」では、経常行

政コストと経常収益が、生活インフラ・国土保全、教育、福祉といった行政目的別に

それぞれどの程度あったかを見ることができます。 

２ 行政コストの内訳とコスト構造 

  行政コスト計算書を性質別と目的別に分けて見ていきます。 

（１） 性質別コストの内訳とコスト構造 

本市の行政コスト計算書を性質別にその内訳を見ると人件費は２，４９３，６９０ 

千円、物件費は２，７２０，９４０千円、補助金等は２，１２７，０５４千円となっ

ています。このように経常行政コストを性質別に見た内訳のことをコスト構造といい



ます。同じ行政サービスを提供するにしても、職員自らがその活動を行えば人件費の

金額と割合が大きくなります。一方で、外部の団体等に委託しその団体がサービスを

提供するとなると、物件費の割合が高くなります。その他にも、自前の施設を用いて

行政サービスを提供する自治体は減価償却費の割合が高くなり、施設を賃借し行政サ

ービスを提供する自治体では物件費の割合が高くなります。このように、どのような

手法で行政サービスを提供するかによってコスト構造は異なることになります。逆の

言い方をすれば、コスト構造を他の自治体と比較することで、その自治体の行政サー

ビス提供の特徴を見出すことができます。 

コストの性質別の違いは、コスト削減の糸口を見つけるのにも役立ちます。例えば 

過去の支出によって決まる減価償却費は、一般にコスト削減の対象とすることは困難

です。これに対して物件費は毎年その額が決定されるため、コスト削減の余地は減価

償却費よりは大きいと考えられます。また、社会保障給付は法律などの制度にしたが

って給付されるものが多く、コスト削減のためには制度変更が必要となるものも少な

くありません。このように性質別のコスト構造を分析することは、コスト削減の難し

さの程度やコスト削減のためにどのようなことが必要かを考える上での第一歩となり

ます。 

さらに性質別のコスト構造の検証は、将来の経常コストを予測する上でも役立ちま 

す。本市の行政コスト計算書では、人件費は２，４９３，６９０千円、社会保障給付

は３，６２４，６４７千円です。仮に今後１０年で職員が１０％削減される（ただし

一人当たり人件費は同額とする）とすれば、人件費は２，２４４，３２１千円になる

ことが予想されます。また、今後高齢化が進み、１０年後には社会保障給付を受ける

人が１５％増加するとすれば、社会保障給付は４，１６８，３４４千円に増加するこ

とが予想されます（これも一人当たり給付費は同額とする）。このように、将来の見通

しを性質別行政コストの項目ごとにシミュレーションすることで、ある程度将来の経

常行政コストを予測することが可能になります。 

（２）目的別行政コストの内訳とコスト構造 

経常行政コストを目的別に見ていくことで、その自治体がどのような行政分野に力 

を入れているかを把握することができます。例えば、大都市周辺の自治体であれば、

教育にかかる行政コストの割合が高くなることがあります。これは大都市圏で働く保

護者の児童ための教育サービスを充実させていることがその理由の一つとして考えら

れます。また海岸に面する自治体であれば、護岸整備などを行っている影響から、生

活インフラ・国土保全の割合が高くなります。さらに大きな庁舎を所有する自治体で

は、目的別には総務、性質別には減価償却費の割合が高くなります。 

コストの性質別分析でも記したように、どのような手法で行政サービスを提供する 

かは、目的別に見たコスト構造にも影響を与えます。例えば、し尿処理を自前の施設

を使用して行った場合、環境衛生の人件費、物件費及び減価償却費が大きくなります。  



一方、一部事務組合を設立し、その組合でし尿処理を行うとともに、自治体が組合に

補助金等を支出している場合には、環境衛生の人件費や減価償却費は自前の場合より

少なくなりますが、環境衛生の補助金等は自前の場合より大きくなります。 

３ 経常収益の内訳と分析 

  経常収益は、性質別には使用料・手数料と分担金・負担金・寄附金に分けて表示しま

す。使用料・手数料は、施設を利用した際に徴収する料金など、いわゆる受益者負担の

１年間の調定額を表しています。分担金・負担金・寄附金もそれぞれの１年間の調定額

を表しています。 

  これらの経常収益を教育、福祉、環境衛生などの目的別に見ることで、どのような行

政分野がどの程度の受益者負担で賄われているかを見ることができます。 

本市の行政コスト計算書では、経常行政コストと経常収益合計との比率（ｄ／a）は、

教育では１．０％、福祉では２．９％、環境衛生では１０．２％となっており、経常行

政コストの多くが受益者負担以外の税金等で賄われていることがわかります。 

 

純資産変動計算書 

１ 純資産変動計算書とは 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各数値が１年間でど

のように変動したかを表している計算書です。 

純資産の部は今までの世代が負担してきた部分ですので、１年間で今までの世代が負

担してきた部分が増えたのか減ったのかがわかることになります。 

２ 純資産変動計算書の内容 

純資産変動計算書をいくつかの部分に分けて、その内容を見ていきます。 

（１）純経常行政コストと財源 

純経常行政コストの金額に対して一般財源及び経常的な補助金等受入の金額がどの

程度あるかを見ることにより、純経常行政コストが受益者負担以外の経常的な財源に

よりどの程度賄われているかがわかります。 

   本市では、純経常行政コスト１５，９４２，０２２千円に対して、地方税などの経

常的な一般財源が１１，７０１，２６０千円で、経常的なコストに対する補助金が３，

３２４，０３１千円となっており、差し引き９１６，７３１千円の財源不足となって

います。 

（２）臨時損益 

経常的なコストや財源のほかに、公共資産の除売却や第三セクター等に対する債権

の放棄など、臨時的なコストや収入も発生します。 

本市では、５２，６４２千円の災害復旧事業費が臨時的なコスト及び財源として発

生しています。 

（３）科目振替 



（１）、（２）に記載した事項が主な純資産の変動要因になりますが、資本的な収入

及び支出に伴う純資産内部の振替が発生します。具体的には以下のようなものがあり

ます。 

①公共資産整備への財源投入、貸付金・出資金等への財源投入 

これは、財源として拘束されなかった一般財源が、公共資産や貸付金、出資金の

財源として使用される（資本的支出）ことにより、公共資産等整備一般財源等とし

て拘束されることを表しています。 

本市では、８４３，１６６千円の一般財源が公共資産整備に、２２４，０４５千

円の一般財源が貸付金、出資金等に投下されています。 

②公共資産処分による財源増、貸付金・出資金等の回収等による財源増 

これは、公共資産等の財源として拘束されていた財源が、公共資産の処分や貸付

金、出資金等の回収により使途の自由な一般財源として回収された（資本的収入）

ことを表しています。 

本市では公共資産の処分はありませんが、貸付金・出資金等の回収等により４９

２，９８０千円の一般財源が発生しています。 

③減価償却による財源増 

これは、②と同様に、公共資産等の財源として拘束されていた財源が、公共資産

の減価償却（価値減少）に伴い一般財源として回収されたことを表しています。 

本市では１，８７８，７４５千円の減価償却費のうち、国県補助金等を財源とす

る部分３０５，７６２千円、一般財源等を財源とする部分１，５７２，９８３千円

が公共資産等整備国県補助金等及び公共資産等整備一般財源等からその他一般財源

等へそれぞれ振り替えられています。 

なお、減価償却費は行政コスト計算書に計上されているため、純経常行政コスト

に含まれています。したがって、その他一般財源等は結果的に増減せず、公共資産

等整備国県補助金等及び公共資産等整備一般財源等へ振り替えられることになりま

す。 

④地方債償還に伴う財源振替 

公共資産等整備の財源として発行された地方債を償還することにより、公共資産

等整備の財源のうち地方債によって賄われていた部分が一般財源に置き換わること

となります。すなわち、公共資産等整備財源として発行した地方債を償還するとい

うことは、公共資産等整備への財源投入と同様に、償還額をその他一般財源等から

公共資産等整備一般財源等へ振り替える必要があります。 

本市では、社会資本整備の財源として発行していた地方債１，１３４，４０２千

円を一般財源で償還したため、これが公共資産等整備一般財源等として拘束された

ことを表しています。 

以上の結果、本市の公共資産等整備一般財源等の列を見ると、純額で６２８，６



３０千円の一般財源が公共資産等に投下されています。 

（４）資産評価に伴う増減 

売却可能資産や有価証券の時価評価に伴い、評価による増減額が生じます。また、

価値のある資産を無償で受贈したことによる受贈益が発生する場合もあります。これ

らは潜在的な一般財源を増減させますので、資産評価額の増減として計上します。 

 

これらの純資産変動の結果、本市では全体として７０１，２８２千円の純資産減少

があり、公共資産等に投下された国県補助金等が５３０，６５１千円減少、一般財源

が６２８，６３０千円増加しており、非拘束的な一般財源は７９９，２６１千円減少

したことがわかります。 

 

資金収支計算書 

１ 資金収支計算書から何がわかるのか 

資金収支計算書は、歳計現金（＝資金）の出入りの情報を性質の異なる３つの区分（活 

動）に分けて表示した財務書類です。３つの区分とは、「経常的収支の部」、「公共資産整

備収支の部」及び「投資・財務的収支の部」です。 

まず経常的収支の部には、人件費や物件費などの支出と税収や手数料などの収入が計

上されており、日常の行政活動による資金収支の状況が表示されています。 

次に公共資産整備収支の部では、公共資産の整備などによる支出とその財源である補

助金・借金などによる収入が計上されており、いわゆる公共事業に伴う資金の使途とそ

の財源の状況が表示されます。 

最後に投資・財務的収支の部には、出資、貸付、基金の積み立て、借金の返済などに

よる支出とその財源である補助金、借金、貸付金元金の回収などの収入が計上されてお

り、投資活動や借金の返済（財務活動）による資金の出入りの状況が表示されます。 

以上３つの区分で表される資金収支計算書からは、自治体のどのような活動に資金が

必要とされ、それをどのように賄ったのかがわかるとともに、歳計現金をどのような性

質の活動で獲得し、または使用しているのかを読み取ることができます。 

２ 経常的収支の部、公共資産整備収支の部、投資・財務的収支の部の関係 

  資金収支計算書の３つの区分は、経常的収支の部で生じた収支余剰（黒字）で公共資

産整備収支の部と投資・財務的収支の部の収支不足（赤字）を穴埋め（補てん）すると

いう関係になります。 

  経常的収支の黒字よりも公共資産整備収支と投資的・財務的収支の赤字合計が大きい

場合は、期首にあった歳計現金が減少していることを表します。 

なお、経常的収支、公共資産整備収支、投資・財務的収支の合計は、その年度の歳計

現金の増減額と一致します。 

本市の場合、支出には、人件費、物件費などの日常の行政サービスを行うに当たって



必要な支出項目が並んでいます。また、歳入歳出決算では公債費に含まれている地方債

の利息部分や他会計等に対する繰出金のうち事務費等の充当財源も経常的収支の部に計

上されます。 

本市では、金額の大きい順に、社会保障給付３，６２４，６４７千円、人件費２，８

９５，１４３千円、物件費２，７２０，９４０千円などとなっており、合計で１３，７

７３，１１７千円の経常的な支出があります。 

一方、収入には、地方税、地方交付税などの日常の行政サービスのための支出を賄う

収入（財源）が計上されています。また、地方債発行額が計上されていますが、これは、

日常の行政サービスの財源として臨時財政対策債など財源不足に対処するための地方債

を発行したことを表しています。 

本市では、金額の大きい順に、地方交付税５，３４８，０１１千円、地方税５，１４

４，４９０千円、国県補助金等３，２４０，３３２千円などとなっており、かなりの部

分を国等に依存していることがわかります。経常的収入の合計は１６，３７０，９７２

千円であり、経常的収支差額２，５９７，８５５千円が公共資産整備や地方債償還など

に充当されることになります。 

３ 公共資産整備収支の部の内訳 

支出には、自治体で社会資本を整備する公共資産整備支出、他団体に補助金を支出し

て公共資産を整備する公共資産整備補助金等支出、そして他会計への繰出金や補助費等

のうち建設費に充てられるものが計上されています。 

本市では大部分が自団体で行う公共資産整備に係る支出であり、１，９１３，６９８

千円を計上しています。合計では２，４３０，９６０千円が公共資産整備のために支出

していることが分かります。 

一方、収入には、公共資産整備支出の財源となった国県補助金等、地方債発行額、基

金取崩額などが計上されています。 

本市では地方債発行額１，０６６，６００千円、国県補助金等３５１，７９０千円な

どを計上しており、収入合計額は１，９８８，３１６千円となっています。 

この結果、公共資産整備収支の額は４４２，６４４千円の赤字となっていますが、こ

れは経常的収支、すなわち一般財源で賄われたことを意味します。 

４ 投資・財務的収支の部の内訳 

支出には、借金の返済額、他会計の借金返済に充当するための繰出金や補助金、他団

体に対する出資、貸付金、基金の積立額が計上されています。 

本市では、地方債償還額１，６３１，０７４千円、基金積立額１４４，００９千円の

ほか、他会計等への公債費充当財源繰出支出４７３，４２７千円を計上しており、公債

費とは別の借金返済があることがわかります。 

一方、収入には、支出の財源となった国県補助金等の他、貸付金の回収額や公共資産

の売却収入が計上されています。 



本市では、貸付金回収額４４，０４８千円、その他収入１１４，８３４千円などを計

上しており、投資・財務的収支額は１，８９４，９１２千円の赤字となっていますが、

これは経常的収支、すなわち一般財源で賄われることになります。 

これらにより、本市は平成２３年度１年間で２６０，２９９千円の歳計現金が増加し、

期末の歳計現金残高は５９９，２９５千円となっています。 

５ 注記 

  資金収支計算書には、本表以外に注記情報も記載されています。 

（１） 一時借入金に関する情報 

一時借入金の借入及び返済は決算上歳入歳出として扱われないため、資金収支計算 

書にも計上されません。しかしながら、夕張市の財政破綻でも問題となったように、

資金繰りに関する情報としては非常に重要な情報です。したがって、資金収支計算書

には一時借入金の増減が含まれていないという、注意喚起のほか、一時借入金の借入

限度額、一時借入金利子の金額が注記されています。 

本市では、一時借入金の借入限度額は１，０００，０００千円となっておりますが、

実際の一時借入金の利子支払額は６１千円であり、一時借入金による財政負担はほと

んど発生しておりません。 

（２） 基礎的財政収支に関する情報 

   地方債の発行・償還や財政調整基金・減債基金の積立・取崩しを除いた、基礎的な 

収支情報が注記されています。 

本市の場合、１年間で２６０，２９９千円の歳計現金が増加し、また、地方債発行

額（２，０１４，６１４千円）が地方債の元利償還額（１，６３１，０７４千円）を

下回っております。支出で財政調整基金等積立額２３，７５２千円があり、基礎的財

政収支は２３９，５０７千円のプラスとなっています。 

（３） 歳計外現金 

   一時借入金以外にも、保証金や敷金、都道府県税の預かりなど、歳入歳出決算外で 

行われる資金取引があります。これらについて重要なものは注記されますので、資金

収支計算書で見える資金移動以外にもこれらの資金を取り扱っていることがわかりま

す。 

本市の場合、注記すべき重要な資金取引はなかったため、計上したものはありませ

ん。 

 

 

※ 分析中の本文は、「新地方公会計制度の徹底解説：㈱ぎょうせい発行」から一部引

用しています。 
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∇互互﨡互互遍互互セ 87-86:-394 ⎞!聴!刷!0!∇!﨡!遍!セ 87-86:-394

Ｕ琨互摂練喪沸砿鴈侮香貢腑頓ů行国酷檍癩江黒紅∇﨡 塩﨟┽婚策斎碕刷楼鷲胎菟 桧塘

於臙に 桧塘

汚┗ぶ 桧塘

甥猤劵ヤ﨟 桧塘

凹﨡釡竭85 桧塘

央⑳輯 桧塘

奥G鳩 桧塘

セ 桧塘

互疹貢腑頓ů行展橲江黒紅⎡遜 塩楼042拍ů̌ 桧塘

於丱苜聴 桧塘

汚慎l⎡遜̌ 桧塘

セ 桧塘

Ｕ琬互聴鳩⎞祚ネ♡行欄溝鵠炒况 塩☞浅貢〰渡̌ 桧塘 :63-554 麑Ô67セ48ヱ

於聴鳩胎火弗購綮唸42諦 桧塘

珙康絞努弁̇ネ丱苜聴行妥鵠豪貢珩 桧塘珩

汚稿貢摂 桧塘 3-483-5:3 麑Ô67セ48ヱ

Ｕ琯互丱苜聴鬆㔾珙37朮柤諦ぶ制巵受惚簿拷珩貢康絞27-482-251桧塘行考広肱購伍諦ぶ蕁行丱苜誓設⁴貢Ô巵貢儼む行簿合黒鵠梗膏控Wス合黒肱広鵠豪貢腔溝午

Ｕ琰互藺＊善セ貢忖襷⎞祚行欄溝鵠炒况

互藺＊善セ貢忖襷⎞祚受 47-696-2:1 桧塘

互¥塔ワ^互藺＊善セ丱苜聴鬆㔾 29-754-173 桧塘 緱繢綆縠縑縈綆緫縠緹 桧塘

互互互互互聴鳩⎞祚ネ♡腑頓制巵受 879-521 桧塘 桧塘 桧塘

互互互互互鍍遊征釡丱苜聴⎞祚Wス受 23-781-373 桧塘 桧塘

互互互互互慎グ征鳩36遍̌丱苜聴⎞祚Wス受 4-238-79: 桧塘 桧塘

互互互互互ユⓂ眛橲⎞祚Wス受 2-486-878 桧塘 緱綆縈繇縕綆繇縠繇 桧塘

互互互互互¶申詐魂座察̌聴鳩⎞祚Wス受 桧塘 桧塘 桧塘

互互互互互ヾ46帑⇄◇岶受 桧塘 桧塘

互互互互互慎グ征鳩36遍̌帑⇄◇岶⎞祚受 桧塘 桧塘

互儼ů̌忖襷⎞祚き祇∇﨡 43-71:-7:: 桧塘

互¥塔ワ^互丱苜聴諦ぶ受̌展橲儼ů鬆㔾 :-251-579 桧塘

互互互互互丱苜聴諦ぶ受̌展橲髀渡Wス受 511-213 桧塘

互互互互互丱苜聴諦ぶ受̌展橲誓設⁴Wス受 34-17:-23: 桧塘

互)收楡*藺＊善セ控忖襷⎞祚溝高攻帑⇄ª荒⎞聴 4-:86-5:2 桧塘

Ｕ琱互衄檍朗巵∇﨡貢康絞伍鷲丱購27-641-254桧塘腔溝午合紅伍衄檍朗巵∇﨡貢祇卒諦瓶09セ受購49-792-546桧塘腔溝午

597-6:4

56-877

3-494-461

繇縠繢綆縑緱緫

4-499-943

2-363-743

228-:82

脖塔ワ脺

⎞聴セ疹 ┑ヒ

〝鱈徙⒃ヱ
珙霸癩琬琰朮琯蠻琯琨荳﨑湾珩

鱈互互互互互互互互互互苜 〝互互互互互互互互互互苜

暻譆37朮柤諦ぶ制巵譙丱
苜聴菏譆憎袗譙袤睿ů菏楡

橲ů曛

暻嗚2/11聴鳩菏
忠̇聴鳩曛

4:6-376

479-736

4-499-943

緫

緱緹綆縠繇緫綆緹縠緹

慌ò ů受

緫

縈綆緱緹繇綆縠繢繮

緫

3-667-636

879-521

1

1

1

2-227-:56

411

721-328



摹暻42晝ネ膕硃礜笒曛 珙豹鼠瑍桧塘珩

G摹摹受 譆鏐癩鰔伹譙
﨟┽皪苽紱䑛菏
楼鷲胎菟

臙摹に ┗摹ぶ 猤糫劵糫ヤ糫﨟 﨡糫釡糫竭糫85 ⑳摹輯 G摹鳩 共同組合摹善 腑糫睿糫肉糫滲
憐分秦㋞
Wスセ疹受

汴潙摂

譆踣譙斥浅’ 緹綆縑繮縈綆縠繮緫 緱縕綌緫紝 緱縕縑綆縈緱縈 縈縕繢綆繢縑緱 縑繇縈綆繇緹縕 緱縈繇綆緹緫緱 緱緹縕綆縠縑縈 緱繮綆縕縕繇 緱綆緫緫縑綆緹緱縕 緹緹緫綆緱繮縕 緫

譆踽譙ユⓂ眛橲楡橲ůリ渡̌ 緹繮緹綆縑縑繇 緱綌繢紝 緱縕綆緹縈縠 縑縈綆縈繮繮 縕繢綆縈緱縑 緱繇綆縑縕繮 緱縕綆縠繇縕 緹綆縑緹繇 緱緹縠綆縕繇緹 緱縈綆縈縠縕 緫

踣 譆蹻譙⇐紳楡橲ůリ渡受 緱縑繮綆縕繢縑 緫綌繮紝 繇綆縑繇繮 緹緱綆緹繢縠 緹繢綆縕繢縠 繢綆縕縕縠 繇綆縠縕繢 緱綆緱繢緹 縠緹綆緫繇繇 緱緹綆繇縠緫 緫

恠摹摹セ 緹綆繮縈縕綆繇緹緱 緱繇綌繇紝 緱繇繇綆緫緹繢 縑緹縈綆縕緹縠 縕縠緫綆縠緹縕 緱縠縈綆緹緱縠 緱縑繢綆繮繇縠 緹縈綆緱縠縠 緱綆緱繮緹綆繢縠縑 緹縑縠綆縈緹緫 緫

譆踣譙☞浅’ 緹綆繇緹緫綆繮縑緫 緱縠綌縑紝 緹緱縑綆緱緫縑 縕縑繇綆縠繇縠 緹繇縕綆緱緹縑 繇縠縠綆縕繮繢 緹縑縕綆繇緫縈 縈縈綆緫繢繇 縠緹縕綆縑繇繢 緱縈綆緱繇緫 緫

譆踽譙ⅷ窗42黛’ 緱縑繢綆縠緹縠 緫綌繮紝 緱緫縕綆繢縑緫 緱縈綆繢緫縠 繇綆縈緱縕 緹綆緱繮緱 緱縑綆縑繮縠 縕繮縑 縑綆縈繢縑 緫

譆蹻譙祇卒諦瓶’ 緱綆繢繇繢綆繇縑縕 緱緱綌縈紝 繇緹緱綆繢縈縑 縑緫緫綆繢緹縕 緱繢緹綆縕縑緫 縑縠綆緹緫緫 緹縠縠綆繇繮緹 縈繮綆繮繮緫 緹緹緫綆縕縠縑 緫

恠摹摹セ 縑綆繇縑繢綆縈緱緱 緹繢綌縠紝 緱綆緫縑緱綆繇繇繢 繮縠緹綆縈緫繇 縑縠縑綆繮繇繮 繢緱縑綆繮繢繮 縕緹縠綆繮繮緱 繇縈綆縠繇緱 繢縕緫綆縑緹縠 緱縈綆緱繇緫 緫 緫

譆踣譙だ善胎姚61設 縈綆縠緹縑綆縠縑繇 緹緱綌繢紝 緱緫繢綆繢縕縕 縈綆縕緱縕綆繇繮緹 緫

譆踽譙42拍ů̌ 緹綆緱緹繇綆緫縕縑 緱緹綌繢紝 縈綆緫縕緫 繇繇綆繢緫縈 緱縈縠綆縈緹緱 緱綆緱縕縕綆縈繢繮 縠縕綆縑緫縑 縕緫緫綆緱繢縑 緱繢繢綆緫縠緹 繢縑緱 緫

蹻 譆蹻譙摂善セ̌灵潙腑頓受 緹綆縑縑縑綆縈縕繢 緱縑綌繇紝 縕縑縠綆縈縠緱 緫 緱綆繢繢繮綆縑縕縑 繢綆縕縑縈 緫 緫 緫 緫 緫

譆𨉷譙摂練喪灵潙
摹摹摹鍍努∇﨡與喋42拍ů̌

縈縑縈綆縕縠緫 緹綌緱紝 繢縑綆縈縑縈 縠綆緫緫緫 緱縑縈綆縠緫繢 緹縕綆縈縕縑 繢縑綆緹縕縕 緫 緫 緫 緫

恠摹摹セ 繢綆縕縈繮綆縠緱繮 縕緱綌縑紝 縠縈縈綆繇縕縑 緱繮緹綆縠縕繢 縕綆縠繢縕綆緱繇縕 緱綆緱繢繮綆緹繢縠 緱縑繮綆縠縕繮 縕緫緫綆緱繢縑 緱繢繢綆緫縠緹 繢縑緱 緫

譆踣譙腑睿肉滲 緹繇緱綆緫縑繢 緱綌縠紝 緹繇緱綆緫縑繢

譆踽譙憐分秦㋞Wスセ疹受 緱緹繮綆緫縈緹 緫綌繢紝 緱緹繮綆緫縈緹

譆蹻譙汴潙摂ネ膕硃礜笒 緫 緫綌緫紝 緫 緫 緫 緫 緫 緫 緫 緫 緫

恠摹摹セ 縑緫緫綆緫繢緫 緹綌縑紝 緫 緫 緫 緫 緫 緫 緫 緫 緹繇緱綆緫縑繢 緱緹繮綆緫縈緹 緫

緱縠綆縠緹縈綆繇縈緱 緱綆繢縕緹綆縕縠緫 緱綆縕繇繢綆縑繮緱 縠綆繇緱緫綆繇繇繮 緹綆緱縠繇綆縑繮緱 繢緹縕綆縠緹縠 縕繮繇綆緫緹緱 緹綆緹縈緱綆縈縕緹 緹縠緫綆縈縈緱 緹繇緱綆緫縑繢 緱緹繮綆緫縈緹 緫

譆摹鏐摹癩摹鰔摹伹摹譙 緱緱綌緱紝 繮綌縕紝 縑緫綌縑紝 緱縈綌緫紝 縕綌緫紝 縈綌縠紝 緱縈綌縑紝 緱綌縠紝 緱綌縠紝 緫綌繢紝 緫綌緫紝

摹暻42晝分×曛
慎l⎡遜
竭蠡受

踣 藻 詹 艷 菏 眛 舂 艷 雯 縑繮緫綆縠縈繮 緱繢綆繢縠繇 緱縕綆緱縑緫 繮緹綆縠縕繮 緹緱緱綆繇繮緹 縑緱綆縈緱繮 縑緫綆縑繇繇 繇緫綆縈繢縕

踽 薙祚ů菏⎞祚ů菏廛据ů 靎 緱繮緱綆緫繇緫 緱緫縈綆縑繇緫 繢綆縠繇縑 繇繢綆繢緹緱 緱緫縕

縠繢緱綆繇緫繮 緱繢綆繢縠繇 緱縕綆緱縑緫 緱繮縠綆緱緹繮 緹緹緫綆縑縠縠 縑緱綆縈緱繮 緫 緱緱繮綆緹繮繢 緫 緫 緫 繇緫綆縑繮緫

鞕跑隥 縑綌緱紝 緱綌緫紝 緱綌緫紝 緹綌繮紝 緱緫綌緹紝 縕綌緫紝 緫綌緫紝 縕綌縈紝 緫綌緫紝 緫綌緫紝 緫綌緫紝

緱縕綆繮縑緹綆緫緹緹 緱綆繢縈縈綆縠繮縈 緱綆縕縠縈綆縈縕緱 縠綆縕緱縑綆縠縕緫 緱綆繮縑繇綆緫緹縕 繇繢縑綆縈緫繇 縕繮繇綆緫緹緱 緹綆緱緱緹綆緫縕縑 緹縠緫綆縈縈緱 緹繇緱綆緫縑繢 緱緹繮綆緫縈緹 緫 ľ糫繇緫綆縑繮緫

42 晝 分 × 遍 セ
譆 雯 讝 靎 譙 鞕

譆收楡譙042晝ネ膕硃礜笒 隥豨
鞕

ネ膕唆瑳宰セÔ蟷
60摹霸癩踽蹻朮𨉷蠻糫踣糫荳

67摹霸癩踽𨉷朮蹻蠻蹻踣荳

踽

𨉷

42 晝 ネ 膕 硃 礜 笒 隥



譆豹鼠𨏍桧塘譙

0∇﨡遍セ
鍍努∇﨡̌與喋
楼042拍ů̌

鍍努∇﨡̌與喋
慎l⎡遜̌

汴潙摂
慎l⎡遜̌

∇﨡℀卒收受

袗冬0∇﨡鬆㔾 縕縕綆縠縑緱綆繮縠緱 緱緫綆緹緫縕綆縕縈縠 縑繮綆緹繮緹綆緹縈縕 ľ糫縈綆繢縕縕綆繢緱緫 緫

042晝ネ膕硃礜笒 ľ糫緱縕綆繮縑緹綆緫緹緹 ľ糫緱縕綆繮縑緹綆緫緹緹

慎l⎡遜

丱苜⁴ 縕綆緹緫繢綆緱縠緹 縕綆緹緫繢綆緱縠緹

丱苜誓設⁴ 縕綆縈縑繢綆緫緱緱 縕綆縈縑繢綆緫緱緱

汴潙摂ネ膕硃礜笒展橲⎡遜 緱綆緱縑縕綆緫繢繇 緱綆緱縑縕綆緫繢繇

42拍ů̌奮渡 縈綆縕繮緹綆緱緹緹 緹縠繢綆緫繮緱 縈綆縈緹縑綆緫縈緱

59蕁綮× 緫

尨并殱莠征釡’ ľ糫縕緹綆縠縑緹 ľ糫縕緹綆縠縑緹

鍍努∇﨡輩呟瓶綮× 緫

碪∇綮唸 緫

┿ò竭蠡

鍍努∇﨡與喋灵潙⎡遜碪渡 繢縑縈綆緱縠縠 ľ糫繢縑縈綆緱縠縠

鍍努∇﨡橡薙溱猧玢⎡遜匆 緫

〝設ů菏頓∇ů̌灵潙⎡遜碪渡 緹緹縑綆緫縑縕 ľ糫緹緹縑綆緫縑縕

〝設ů菏頓∇ů̌潙憐分̌溱猧玢⎡遜匆 ľ糫縑繮緹綆繮繢緫 縑繮緹綆繮繢緫

祇卒諦瓶溱猧玢⎡遜匆 ľ糫縈緫縕綆繇縠緹 ľ糫緱綆縕繇緹綆繮繢縈 緱綆繢繇繢綆繇縑縕

丱苜聴諦ぶ溱噌𣗄⎡遜竭蠡 緱綆緱縈縑綆縑緫緹 ľ糫緱綆緱縈縑綆縑緫緹

∇﨡℀卒蠡楤溱猧玢哇罰受 緫 綌

㏍諦奮✿∇﨡奮渡 緫

汴潙摂 緫 緫

袗袰0∇﨡鬆㔾 縕縑綆繮縑緫綆縠繇繮 繮綆縠繇縑綆繢繢縕 縑繮綆繮緹緫綆繢縠縕 ľ糫縑綆縠縕縕綆緫繇緱 緫

0∇﨡哇罰セÔ蟷
60摹霸癩踽蹻朮𨉷蠻糫踣糫荳

67摹霸癩踽𨉷朮蹻蠻蹻踣荳



（単位：千円）

人件費

物件費

社会保障給付

補助金等

支払利息

他会計等への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

支 出 合 計

地方税

地方交付税

国県補助金等

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金

諸収入

地方債発行額

基金取崩額

その他収入

収 入 合 計

経 常 的 収 支 額

公共資産整備支出

公共資産整備補助金等支出

他会計等への建設費充当財源繰出支出

支 出 合 計

国県補助金等

地方債発行額

基金取崩額

その他収入

収 入 合 計

公 共 資 産 整 備 収 支 額

投資及び出資金

貸付金

基金積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計等への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額

長期未払金支払支出

支 出 合 計

国県補助金等

貸付金回収額

基金取崩額

地方債発行額

公共資産等売却収入

その他収入

収 入 合 計

投 資 ・ 財 務 的 収 支 額

翌年度繰上充用金増減額

当年度歳計現金増減額

期首歳計現金残高

期末歳計現金残高

※1 一時借入金に関する情報
① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。
② 平成23年度における一時借入金の借入限度額は1,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は61千円です。
※2 基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報

　収入総額
　地方債発行額 △
　財政調整基金等取崩額 △
　支出総額 △
　地方債償還額
　財政調整基金等積立額
　　基礎的財政収支

※3 上記の他、○○の受け入れに伴う歳計外現金の収入額○○千円
  　　　（○○の返還に伴う支出額○○千円）があります。

23,752

114,834

388,598

338,996

599,295

19,086,882

0

239,507

2,014,614

18,487,587
1,631,074

0

44,048

210,000

△ 1,894,912

260,299

0

0

19,716

△ 442,644

３ 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部

0

35,000

473,427

1,631,074

2,283,510

２ 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部

1,913,698

144,009

0

2,430,960

351,790

1,066,600

568,220

1,706

1,988,316

343,560

173,702

465,034

191,501

216,479

948,014

40,809

776,302

16,370,972

2,597,855

5,348,011

3,240,332

3,624,647

2,127,054

271,048

1,934,565

199,720

13,773,117

5,144,490

2,895,143

2,720,940

資金収支計算書
自　平成２３年４月　１日

至　平成２４年３月３１日

１ 経 常 的 収 支 の 部


